
番号 所管局 所管課 市民参画手続対象施策名等 施策の概要 計画期間 市民参画手続実施方法 市民参画手続実施時期（予定）
市民参画手続を実施する
理由

その他（市民意識調査） 令和7年8月

審議会（鹿児島市DX推進委員会） 令和7、8年度

2 企画財政局 政策企画課 第六次鹿児島市総合計画 令和９年度からの後期基本計画を策定するもの。
令和9年度～令和13年度
（後期基本計画の計画期間）

その他（アンケート方式） 令和7、8年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

3 企画財政局
地方創生推進
室

人口ビジョン 平成27年に策定した人口ビジョンの見直しを行うもの。 平成27年度～令和42年度 パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

4 企画財政局 交通政策課 第二次鹿児島市公共交通ビジョン改定
地域公共交通利便増進実施計画の策定及び公共交通不便地等における持続可
能な公共交通手段見直し方針の策定に合わせて、公共交通ビジョンの改定を行
う。

令和8年度～ 審議会等（鹿児島市公共交通ビジョン協議会） 令和7年6月～令和8年3月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

5 企画財政局 交通政策課 地域公共交通利便増進実施計画
地域公共交通ネットワークの再構築を図るため、官民が連携して取り組む利便増
進実施計画を策定する。

令和8年度～ 審議会等（鹿児島市公共交通ビジョン協議会） 令和7年6月～令和8年3月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

地域懇話会 令和7年8～10月

審議会等（鹿児島市公共交通ビジョン協議会） 令和7年5～11月

7 企画財政局 管財課 鹿児島市公共施設等総合管理計画
現公共施設等総合管理計画の計画期間が令和７年度までであることから、次期
計画を策定するもの。

令和8年度～令和17年度（予定） パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

8 企画財政局 管財課 鹿児島市公共施設配置適正化計画
現公共施設配置適正化計画の計画期間が令和７年度までであることから、次期
計画を策定するもの。

令和8年度～令和17年度（予定） パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

9 市民局 文化振興課 鹿児島市文化芸術推進基本計画
国、県の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、鹿児島市文化芸術推進基本計画
の見直しを行う。

令和9年度～令和13年度 審議会（鹿児島市文化芸術推進会議） 令和7年度～令和8年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

その他（市民意識調査） 令和7年6月

審議会（鹿児島市男女共同参画審議会） 令和7年度～令和8年度

その他（市民意識調査） 令和7年9月

審議会（鹿児島市地域福祉計画推進委員会等） 令和7年度～令和8年度

その他（市民意識調査：第６期鹿児島市地域福祉計
画と一体的に実施）

令和7年9月

審議会（鹿児島市成年後見推進協議会、鹿児島市
地域福祉計画推進委員会）

令和7年度～令和8年度

その他（市民意識調査：第６期鹿児島市地域福祉計
画と一体的に実施）

令和7年9月

審議会（鹿児島市地域福祉計画推進委員会） 令和7年度～令和8年度

14 健康福祉局 長寿支援課
第１０期高齢者保健福祉・介護保険事業計
画

　本計画は、３年ごとに見直しを行うこととしており、現在の第９期高齢者保健福
祉・介護保険事業計画が８年度までの計画期間であることから、９年度から１１年
度までを計画期間とする第１０期高齢者保健福祉・介護保険事業計画を策定す
る。

令和9年度～11年度 その他（高齢者実態調査） 令和7年度（実施月未定）
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

意見交換会等の開催（本人ミーティング・家族交流
会）

令和7年度～令和9年度（各年度
内に各3回ずつ)

その他（認知症の人及び家族への個別聞き取り調
査）

令和7年度11月

16 健康福祉局 保健政策課
鹿児島市新型インフルエンザ等対策行動計
画

国、県の行動計画の改定を踏まえ、本市行動計画の改定を行う。 平成26年度～ パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

その他（市民意識調査） 令和7年度

審議会（鹿児島市食育推進委員会） 令和7年度～令和8年度

令和7年度　市民参画手続　実施予定一覧表

1 総務局
デジタル戦略推
進課

第二次鹿児島市DX推進計画 鹿児島市DX推進計画の実施状況等を踏まえ、次期計画を策定する。 令和9年度～令和13年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

6 企画財政局 交通政策課
公共交通不便地等における持続可能な公共
交通手段見直し方針

　公共交通不便地において日常生活の交通手段を確保するため運行しているあ
いばす等について、利用者数が少ないなどの課題があることから、地域の実情に
応じた交通手段となるよう調査検討を行い、見直し方針の策定等を行う。

令和7年度～
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

12 健康福祉局 認知症支援室
第２期成年後見制度利用促進計画
※ 第６期鹿児島市地域福祉計画と一体的に
策定

11 健康福祉局
健康福祉政策
課

第６期鹿児島市地域福祉計画 令和９年度からの第６期計画を策定するもの。 令和9年度～令和13年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

10 市民局
男女共同参画
推進課

第３次鹿児島市男女共同参画計画
国の男女共同参画基本計画や社会情勢の変化等を踏まえ、第３次鹿児島市男
女共同参画計画の見直しを行う。

令和9年度～令和13年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

令和９年度からの第２期計画を策定するもの。 令和9年度～令和13年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

15 健康福祉局 認知症支援室
認知症オレンジシティ推進計画
※ 第１０期高齢者保健福祉・介護保険事業
計画と一体的に策定

　認知症基本法に基づく、本市の認知症施策推進計画として、認知症の人本人
やその家族等の意見を取り入れながら「認知症オレンジシティ推進計画」を「第10
期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」と一体的に策定する。

令和9年度～11年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

13 健康福祉局 地域福祉課
第２期再犯防止推進計画
※ 第６期鹿児島市地域福祉計画と一体的に
策定

令和９年度からの第２期計画を策定するもの。 令和9年度～令和13年度

条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

17 健康福祉局 保健政策課 次期かごしま市食育推進計画
令和8年度までの現計画（第四次かごしま市食育推進計画）の実施状況等を踏ま
え、次期計画を策定する。

令和9年度～令和13年度
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令和7年度　市民参画手続　実施予定一覧表

18 産業局 青果市場 鹿児島市中央卸売市場経営展望
令和３年度からの鹿児島市中央卸売市場経営展望の実施状況を踏まえ、計画の
見直しを行う。

令和3年度～令和12年度 パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

パブリックコメント 令和8年1月

審議会（鹿児島市宿泊税検討委員会） 令和7年度～令和8年度

20 観光交流局 観光振興課
平川動物公園遊園地・錦江湾公園リニュー
アル基本構想

平川動物公園遊園地と錦江湾公園のリニューアルに向け、基本構想を策定す
る。

- パブリックコメント 令和7年11月
条例第７条第１項第２号
（施設の建設等に係る計
画策定変更）に該当

21 観光交流局 観光振興課 鹿児島市桜島観光施設事業経営戦略
桜島地域の滞在型観光の拠点施設として、本市の観光振興への寄与を目
的とする鹿児島市桜島観光施設事業においても、国民宿舎レインボー桜島と桜
島温泉給湯施設の安定的な事業運営を図るため「経営戦略」を策定するもの。

令和3年度～令和13年度 パブリックコメント 令和7年12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

22 建設局 公園緑化課 甲突川千本桜再生プロジェクト基本計画
にぎわいと潤いが共存する新たな桜の名所として甲突川の桜並木を再整備する
ため、甲突川千本桜再生プロジェクト基本計画を策定する。

令和7年度～令和13年度 パブリックコメント 令和7年8月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

パブリックコメント 令和7年5月

審議会（鹿児島市景観審議会） 令和7年度

24 建設局 都市景観課 水辺景観エリア夜間景観基本計画
市民参加による新たなにぎわい創出や愛着と誇りが持てる夜間景観の形成を図
るために、水辺景観エリアにおいて、夜間景観基本計画を策定する。

令和8年度～ 審議会（鹿児島市景観審議会） 令和7年度
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

25 建設局
市街地まちづく
り推進課

鹿児島市における建築物に附置する駐車施
設に関する条例

まちなかの民間建て替え等の促進、街並み・景観の向上、歩行者の安全性確保
を目的として、条例の規定を改正する。

- パブリックコメント 令和7年9～10月
条例第７条第１項第３号
(条例の制定改正）に該当

パブリックコメント 令和7年10月

審議会（渋滞対策基本計画策定協議会） 令和7年度

パブリックコメント 令和7年4月

審議会(都市計画道路見直し協議会) 令和7年度

ワークショップ 令和6年度～令和7年度

パブリックコメント 令和8年3月

29 教育委員会
学校ICT推進セ
ンター

鹿児島市教育DX推進ビジョン 教育DXを推進するため、本市ならではの特色を打ち出した計画を策定するもの。 令和8年度～令和10年度 パブリックコメント 令和7年12月～令和8年1月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

30 教育委員会 生涯学習課 第五次鹿児島市子ども読書活動推進計画
第四次鹿児島市子ども読書活動推進計画の実施状況等を踏まえ、次期計画を
策定する。

令和8年度～令和12年度 パブリックコメント 令和7年10月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

31 交通局 総合企画課 鹿児島市交通事業経営計画
　本計画は、５年ごとに見直しを行うこととしており、現在の第２期計画においては
８年度に見直し予定であったが、交通事業を取り巻く環境や社会情勢の変化等を
踏まえ、予定を７年度に前倒し計画の見直しを行う。

令和2年度～令和13年度 パブリックコメント 令和7年9月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

32 船舶局 総務課 鹿児島市船舶事業経営計画
近年の船価高騰や企業債償還の増を踏まえ、持続的な事業運営を推進していく
ため、今後の各種施策や財政見通しの見直しを実施するもの。

令和４年度～令和13年度 パブリックコメント 令和7年11～12月
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

条例第７条第１項第３号
(条例の制定改正）に該当

持続可能な観光地づくりに向け、新たな観光財源として「宿泊税」について検討を
進める。

—

渋滞対策を総合的に進めていくため、ハード・ソフトの両面から取り組む施策を掲
げる渋滞対策基本計画を策定するもの。

令和8年度～未定
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

23 建設局 都市景観課 歴史景観エリア夜間景観基本計画
市民参加による新たなにぎわい創出や愛着と誇りが持てる夜間景観の形成を図
るために、歴史景観エリアにおいて、夜間景観基本計画を策定する。

令和7年度～

19 観光交流局
観光戦略推進
課

宿泊税検討事業

条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

28 教育委員会 文化財課
文化財保存活用地域計画作成事業
（令和６年度から事業名変更　旧：文化財保
護管理事業）

文化財の適切な保存及び活用をすることにより、地域社会総がかりで文化財を
継承していくための「鹿児島市文化財保存活用地域計画」を作成する。

令和8年度～未定

27 建設局 街路整備課 都市計画道路見直し基本方針
社会経済情勢の変化やコンパクトなまちづくり推進等を踏まえ、都市計画道路の
見直しを実施するもの

計画期間なし
条例第７条第１項第１号
（計画の策定変更）に該当

26 建設局 街路整備課 渋滞対策基本計画


